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1. はじめに 

国内における水素・アンモニア社会の早期実現を目指すためには、早急に水素・アンモニアの安定したサプラ
イチェーンを構築し、製造又は輸入した水素・アンモニアの供給拠点を整備し、水素・アンモニアの需要を喚起
する必要がある。水素・アンモニア関連の技術が未成熟な現段階において、これらを全て民間資金で行うことは
到底難しく、政府の支援策が不可欠となる。 
かかる観点から、現在、強靱な大規模サプライチェーン構築に向けた支援制度及び水素・アンモニア供給イン

フラの拠点整備支援制度により、安定的なサプライチェーンを構築するとともに、水素・アンモニアを用いた電
源投資の促進を含む長期脱炭素電源オークションの制度による需要の喚起を行うべく、検討が急ピッチで進んで
いる。 
本稿では、こうした水素・アンモニア社会の早期実現に向けた政府支援策について、現在行われている議論の

状況を概観していく。 
 

2. 水素・アンモニアの自立的な市場形成に向けた支援 

水素・アンモニアの多様な需要先に対する安定的な供給の実現には、水素・アンモニアの自立的な市場形成が必
須である。もっとも、現在の水素・アンモニアの供給コストは既存燃料に比べて高価であるため、環境価値も含め
たコストが既存燃料と同程度にまで低減し、最終的には経済的に自立する水準に至る必要がある。また、今後大量
に必要となる水素・アンモニアを安定・安価に供給するには、大規模な需要創出と効率的なサプライチェーン構築
が必要不可欠であり、その双方を実現するためには、周辺の潜在的需要家の集積を促し、国内産業の国際競争力強
化にも資するような、「カーボンニュートラル燃料供給拠点」の形成を促していくことが重要である。 
これらを実現するための方策として、政府は、(a)大規模かつ強靭な水素等サプライチェーン構築及び(b)需要創

出に資する効率的な供給インフラの整備支援を柱とする、規制・支援一体型での先導的な制度整備を早急に進める
方針を打ち出している。具体的な支援策については、2023年 1月 4日「水素政策小委員会/資源・燃料分科会 ア
ンモニア等脱炭素燃料政策小委員会 合同会議 中間整理」1（以下「中間整理」という。）において、その骨格が示
されている。その概略を以下で紹介する。 
 

 
1  資源エネルギー庁「水素政策小委員会/アンモニア等脱炭素燃料政策小委員会 合同会議 中間整理」（2023 年 1 月 4 日）
（https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/suiso_seisaku/pdf/20230104_1.pdf） 

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/suiso_seisaku/pdf/20230104_1.pdf
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1. 大規模かつ強靭なサプライチェーン構築に向けた制度整備支援（サプライチェーン支援） 

(1) サプライチェーン支援の方針 
将来に向けて水素・アンモニアの自立的な市場の形成を目指す中で大きな課題として認識されているのが、水素・

アンモニアの供給コストの高さである。現在、国内水素ステーションにおける水素供給コストは 100 円/Nm3 程
度であるが、これは既存燃料と比べると非常に高く 2、政府は、2030年に 30円/Nm3、2050年に 20円/Nm3に
まで低コスト化するという目標を掲げ、アンモニアについても、2030 年に水素換算で 10 円台後半/Nm3 にまで
コストを引き下げる旨の目標を掲げている 3。これを実現するための施策として、需要家による水素・アンモニア
の大規模かつ安定的な調達を促す、強靭な大規模サプライチェーンの構築を支援する方針が示された。 

 
(2) 支援対象者 
大規模な投資リスクを負う主体である事業者における事業予見性を高めるとともに、制度設計をよりシンプルに

するという観点から、水素・アンモニア等の需要家側の購入費を支援する形ではなく、他の事業者に先立って自ら
リスクを取った上で投資を行い、2030 年頃までに国内において低炭素な水素・アンモニア等 4の供給を開始する
予定である事業者（＝ファーストムーバー）を直接支援する方針が検討されている。 
支援範囲については、水素・アンモニアの国内製造に限定せず、海外製造・海上輸送による供給についても対象

とすることが想定されているが、日本のエネルギー安定供給に資する強靱なサプライチェーン構築支援という制度
目的に鑑み、海外製造・海上輸送に係る事業において事業者が支援を受けられる割合は、事業全体での水素・アン
モニアの生産量に対する国内での引取割合を基本とするとの方針が示されている。 
具体的なサプライチェーン・供給者のタイプごとの支援対象の議論状況は概ね以下の通りであるが、以下に当て

はまらないスキームもあるため、個別検討が必要とされている。 
 

① 自ら水素を製造・輸送し、国内
の需要家に販売 

 国内・国外の別や価格を問わず優先して支援対象とすべき。 

② 第三者から調達した水素等を
需要家に販売（仲介事業者） 

 国内事業は①とみなす。 
 国外からの水素調達の場合は、事業者努力による水素供給コスト

低減が限定的であり、エネルギー安全保障上の緊急時における対
応の確実性が低いなど、強靱なサプライチェーン構築への貢献が
限定的である可能性を含めて評価すべき。 

③ 自ら製造・輸送して自ら使用
（自家消費） 

 大規模なサプライチェーンの構築により製造コストを低減すると
いう制度目的に鑑み、外部に需要家が現れた際に適切に取引に応
じることを前提とした事業については支援対象に含めるとしては
どうか。 

 
(3) 支援方法 
事業者における事業予見性を高めるにあたり、初期投資回収の予見性に大きく影響するリスクとして、価格リス

ク（販売価格が低く、製造コストがカバーできないリスク）と量的リスク（販売量が少なく、設備投資を回収でき
ないリスク）があげられる。この 2つのリスクに対応するためには、長期契約等で販売価格・量を安定化させ、大
規模投資を促す支援スキームが必要である。 
かかる支援の具体的な方法として、事業者（供給者）と需要家の間で水素・アンモニアの売買が行われることを

前提に、水素・アンモニアの単位量当たりの製造・供給に要する総コスト等（＝基準価格）と、需要家への販売価
格等（＝参照価格）の差額の全部又は一部を、原則 15 年（最長 20 年）に亘り支援するスキームが検討されてい

 
2 近年の化石燃料価格は大きく変動しているが、例えば、2023年３月の LNG価格を水素供給コストに換算すると 24円/Nm3である。 
3 第 6次エネルギー基本計画（2021年 10月閣議決定）79頁 
（https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/pdf/20211022_01.pdf） 
4 支援対象とする水素・アンモニア供給事業に係る水素・アンモニアについては、原則クリーンであることを条件とするが、例外的に脱
炭素化までの見通しが説明可能なグレー案件も受け入れることとしている。 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/pdf/20211022_01.pdf
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る。2023年 6月 6日に開催された再生可能エネルギー・水素等関係閣僚会議において改定された水素基本戦略 5

においては、現時点でのサプライチェーンへの官民による投資金額が 15 年で 15 兆円を超える想定であることが
示されている。なお、参照価格が基準価格を上回った場合は、事業者は基準価格超過分を国に返還することとし、
支援を受けることとのバランスを取るものとされている。 

 
参照価格  基準価格 

- 需要家への販売価格。 
- 水素等が、クリーンな燃料として既存

化石燃料の代替となるべきものであ
るという位置づけであることに鑑み、
既存燃料のパリティ価格（水素と比較
して、同じ熱量又は仕事を得るのに必
要な燃料の市場価格）をベースに算出
する。水素は天然ガス価格を、アンモ
ニアは石炭価格を参照価格とする。 

- 水素等が環境価値を含むことに由来
する既存燃料のパリティ価格との差
額は、最終消費者が負担すべきであ
り、かかる環境価値が毀損されない形
で参照価格を設定する。 

価格差支援 

- 事業継続に要するコストを合理的に
回収しつつ、適正な収益を得ることが
期待される価格。 

- 操業費等を含めた製造・輸送コストと
合理的な利益水準をベースに、予め事
業者が算定する（フォワードルッキン
グ方式）6。 

- 長期の見通しには限界があるため、事
業の実績と見通しに合わせ、一定期間
（例：5年）での見直しを織り込む。 

- 制度初期においては類型化が難しい
ため、プロジェクトベースで算出す
る。 

 
かかる支援により、事業者は、一定以上の設備稼働率 7で事業を行った場合に、単位販売量当たりの対価として、

基準価格の水準での収入があれば事業継続に要するコストを合理的に回収でき、かつ、適正な収益を得ることが期
待できる。 

 

 
出典：水素政策小委員会/アンモニア等脱炭素燃料政策小委員会 合同会議 中間整理 89頁 

 
 

5 水素基本戦略の改定については、三上二郎＝渡邉啓久＝宮城栄司＝河相早織「水素社会の早期実現に向けた「水素基本戦略」の改定」
（2023年 6月 22日付本ニュースレターNo.23）も参照されたい。 
6 フォワードルッキング方式で事業者が算定する基準価格は予測に過ぎず、水素・アンモニアのような新規性が高い事業では見通しが
難しい。また、世界的なインフレ、原材料費の高騰、為替変動により事業コストが増大することや電力コストの低下などで操業費が下
がることもある。このような市場環境に柔軟に対応することができるよう、基準価格については、事業の実績と見通しに合わせて一定
期間（例えば、5年）ごとに見直すということが現在検討されている。 
7 基準価格を算定する際に設定する目標設備稼働率につき、実設備稼働率が目標設備稼働率を下回ると支援額は減額されるため、事業
者は目標設備稼働率を低く設定すると考えられるが、目標設備稼働率が過剰に保守的に設定されると、超過製造分への支援が過剰支援
であるとの疑義が生ずるという問題が指摘されている。これについては、目標設備稼働率を達成した時点で、CAPEXは回収できている
はずであるため、超過製造分については基準価格から CAPEX相当分を控除した金額のみの支援とすることが検討されている。 

https://www.noandt.com/publications/publication20230622-1/
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(4) 支援対象の選定方式 
支援の対象となる案件の選定に当たって、案件を平等に競争させ経済的な自立を促すためには、価格による評価

を軸とする公募入札方式が望ましいと考えられる反面、現在はまだサプライチェーン構築の黎明期にあり、将来的
にコストダウンが期待できるキャリア等の支援や、サプライチェーンの多様化、エネルギー安全保障への貢献とい
ったエネルギー政策にとって長期的な視点で重要となる観点をも適切に評価するため、制度導入初期においては、
供給価格に加え、エネルギーの安定供給、環境性、経済性などを個別に審査することとされている。 
選定に当たっての評価項目案については、以下の通り大枠が示されているが、詳細については今後さらに検討が

進められる。 
 

 
出典：水素政策小委員会/アンモニア等脱炭素燃料政策小委員会 合同会議 中間整理 103頁 

 

2. 需要創出に資する効率的な供給インフラの整備支援（拠点整備支援） 

(1) 拠点整備支援の方針 
水素・アンモニアの効率的なサプライチェーン構築及び大規模な需要創出の実現のためには、周辺の潜在的需要

家の集積を促す「カーボンニュートラル燃料供給拠点」の形成が必要となる。より具体的には、かかる拠点を全国
的な見地から最適配置し、地域の需要規模や産業特性に応じた拠点整備を進め、適切な集約・分散を行い、拠点と
その周辺地域を海上輸送などにより結ぶことで、広範囲で需要創出を図っていく必要がある。これを実現するため
の施策として、今後 10年間で産業における大規模需要が存在する大都市圏を中心に大規模拠点を 3か所程度、産
業特性を活かした相当規模の需要集積が見込まれる地域ごとに中規模拠点を 5 か所程度整備する方針が示されて
いる。 
 

(2) 支援の対象 
大規模需要の創出と効率的なサプライチェーン構築を行うために、水素・アンモニアの利用拡大に資する設備に

対して重点的に支援を行っていく必要性から、サプライチェーンの軸となり周辺の需要家が支援の恩恵を受ける、
水素・アンモニアの受入・貯蔵・配送・脱水素及びこれらに付随する CO2の回収・貯蔵・配送に用いるタンク、パ
イプライン等の設備の整備を支援対象とすることが想定されている。もっとも、これらの設備については、拠点整
備支援とは別の枠組による支援と重複することもあり得る。拠点整備支援とその他の支援との連携や分担について
は、現時点では大要以下のようなイメージが示されているが、具体的な検討は今後の議論によるとされている。 
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＜支援対象イメージ＞ 

 
出典：水素政策小委員会/アンモニア等脱炭素燃料政策小委員会 合同会議 中間整理 119頁 

 
(3) ステージゲート制 
拠点整備支援は、効率的な実施の観点から、①拠点整備計画策定のための実現可能性調査（FS）、②詳細設計

（FEED）、③インフラ整備の 3段階のフェーズに区分される。①FS段階においては、支援対象を広げる余地を確
保する観点から、拠点候補地を広く募る一方、拠点整備の進捗に伴い支援対象の明確化が必要となることから、フ
ェーズの移行に係るステージゲートを設け、各フェーズで有望な拠点に支援対象を限定し、有望な拠点候補地に重
点的に支援を行う仕組みが検討されている。拠点整備時に利用する技術の成熟度合い、拠点候補地ごとの性質の違
いにより、拠点ごとに社会実装までのタイムラインが異なることから、複数のタイムラインで拠点形成を支援する
仕組みを検討する必要があるとされる。 
 

(4) 整備支援の前提条件及び評価項目 
拠点は、水素・アンモニアの大規模な需要創出と効率的なサプライチェーン構築の中心であり、拠点の担い手が、

①幅広いステークホルダーを巻き込み、②水素・アンモニア等の需給の見通しを有し、③拠点の将来像とその実現
に向けた見通しを示し、④将来像の実現に向けて中長期的にコミットメントを有することが重要である。そのため、
拠点整備への意欲を持つ事業者を巻き込み、拠点の担い手の形成を促す観点から、拠点の整備主体について公募時
に前提条件を設けるとともに、拠点整備の各フェーズのステージゲートの審査における評価項目とする。 
想定される前提条件と評価項目は、現状、以下の通り整理されている。 
 



 

- 6 - 

 

Ⓒ 2023 Nagashima Ohno & Tsunematsu 
 

 
出典：水素政策小委員会/アンモニア等脱炭素燃料政策小委員会 合同会議 中間整理 129頁 

 

3. サプライチェーン支援と拠点整備支援の連携 

水素・アンモニアの大規模なサプライチェーン構築のためには、水素・アンモニアの供給（サプライチェーン支
援）から大規模需要の創出（拠点整備支援）を組み合わせ、連携して支援を行うのが効果的である。 
この点につき、拠点整備の検討の進捗に先立って早期にサプライチェーン構築を試みる企業もあり、両支援制度

の実施後しばらくは、拠点整備の検討の進捗に先立ってサプライチェーン構築の検討が先行すると考えられる一方、
一定期間の経過後は、拠点整備に関する検討が進み、サプライチェーン構築と拠点整備の検討が並行するケースが
出てくることも想定される。そのため、いずれのケースにおいても、拠点を通じた供給を優遇する仕組みとし、両
支援制度間の連携を図ることが検討されている。 
さらに、カーボンニュートラルポート（CNP）といった港湾における取組や、脱炭素化に向けて別途検討されて

いる製造業の燃料転換等の支援策とも連携し、水素・アンモニアの社会実装に向け、切れ目のない支援を実現する
ことが目指される。 
 

3. 長期脱炭素電源オークション 

1. 制度の概要 

2050年カーボンニュートラル実現を目指すため、また、水素・アンモニアの需要を喚起するためには、脱炭素
電源への新規投資が行われる必要がある。しかしながら、そのような新規投資には初期的に多額の投資が必要とな
り、その回収の見込みが立たないと事業者としては投資に二の足を踏まざるを得ない。そのため、発電事業者の初
期的な投資の回収の予見性を高めようと、落札者には投資した脱炭素電源の固定費に相当する水準の容量収入を原
則 20年間得られることとする脱炭素電源オークションの制度（以下「本制度」という。）を容量市場の特別オーク
ションとして 2023年度から導入することを目指して現在検討が進められている。以下においては、審議会の資料
（主に 2023年 6月 21日に公表された長期脱炭素電源オークションガイドライン及び電力・ガス基本政策小委員
会制度検討作業部会第十一次中間とりまとめ（以下「中間とりまとめ」という。））を基に現在までの検討の状況を
説明する。 

 
本制度に入札し落札できた場合の帰結を非常に大まかにいうと、以下のようになる。 
・ ①資本費、②運転維持費及び③事業報酬（資本コスト）から構成される固定費水準の容量収入を原則とし
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て 20年間得ることができる。 
・ 他方で落札した電源が他の市場（卸市場、非化石市場等）から得る収益の約 9割を電力広域的運営推進機

関（以下「広域機関」という。）に還付する義務を負う。 
以下、本制度のより詳しい概要を記載する。 
 

2. 制度の対象 

本制度の対象となる脱炭素電源は様々なものがあるが、水素・アンモニアに関連するものは以下のものである。 
 

① 水素・アンモニア混焼を前提とした石炭火力の新設案件 
② 水素・アンモニア混焼を前提とした LNG火力の新設案件 8 
③ 既設の石炭火力を水素・アンモニア混焼にするための改修案件 
④ 既設の LNG火力を水素・アンモニア混焼にするための改修案件 
⑤ 既設の石油火力を水素・アンモニア混焼にするための改修案件 
※ いずれについても、水素の場合は熱量ベースで水素を 10％以上混焼するもの、アンモニアの場合は熱

量ベースで 20％以上混焼するものに限られる。 
 
上記の水素・アンモニア混焼の電源については、2050年までの専焼化への道筋をつけることが大前提であるこ

とから、入札時点において、2050 年に向けた専焼化のロードマップ（以下「脱炭素化ロードマップ」という。）9

の提出が求められ、その後も適時の段階において最新の脱炭素化ロードマップの提出が求められることとされてい
る。その上で、合理的な理由なく脱炭素化ロードマップの実現への取組を行わない場合 1011は、重大な違反行為に
該当するものとして、広域機関は容量確保契約を解除することができるとされている。 
対象となる水素・アンモニアには所謂グレー水素・アンモニアも当面の間含まれることとされているが、2050

年のカーボンニュートラル実現のためには、ブルー又はグリーン水素・アンモニアに転換していくことが必要であ
ることから、そうした燃料転換の道筋を脱炭素化ロードマップの中に示すことが求められている。また、その場合
には、燃料の調達環境の確保を含めた事業性確保の見通しが得られない場合など、合理的な理由なくそうした取組
を行っていない場合、重大な違反行為に該当し、広域機関は容量確保契約を解除することができるとされている。
これらは、後述のリクワイアメント・ペナルティの一環である。 
 

3. 入札価格 

(1) 入札価格に織り込むことができるコスト 
入札価格に織り込むことができるコストは、①資本費、②運転維持費及び③事業報酬（資本コスト）とされてお

 
8 アンモニア混焼を前提とした LNG火力は本制度の対象ではあるが、現時点で応札案件が想定されないこと及び上限価格を設定するこ
とが困難であることを踏まえて、初回オークションでは対象外とされる。 
9 脱炭素化ロードマップに必要な記載事項は「建設工事の期間」、「各脱炭素比率での運転期間」、「脱炭素比率を向上させる回収投資を
行う場合の長期脱炭素電源オークションでの落札時期」、「使用する脱炭素燃料（グレー、ブルー、グリーンの種別を含む。）」、「前提条
件」とされている。 
10 技術開発が進み、混焼比率を向上させるための改修工事が技術的に可能となっており、燃料調達環境の確保も含めた事業性確保の見
通しが得られていることから、脱炭素化ロードマップの改訂を促したにもかかわらず、合理的な理由なく改訂を行わない場合等がその
例とされている。 
11 逆に合理的な理由があると認められる場合としては、①環境アセスや規制強化等により経済性が見込めず、事業性確保の見通しが得
られない場合や②専焼化のための建替えに当たって、技術開発状況を踏まえた専焼プラントの容量規模や需給状況等を踏まえ、出力を
減少させる場合（例えば、100万 kWのアンモニア 50％混焼の発電所を、50万 kWのアンモニア専焼の発電所に建て替える場合）が
該当することとされている。また、中間とりまとめのパブリックコメント（パブリックコメント 12番）において、この「事業性確保の
見通しが得られない場合」への該当性について、事業者の見解等を十分配慮してほしいとの要望があったのに対して、制度検討作業部
会の委員から「専焼化といった将来の技術の実装課程で予期せぬことも発生する可能性を踏まえ、審議会等の場において、理由を確認
の上、契約解除を判断するといった機会を設けるなど、契約解除と判断するまでワンステップをおくなど、事業者の専焼化に向けた投
資インセンティブの重しにならないような幅をもった配慮措置も必要」との意見があったことを踏まえ、重大な違反行為の認定は、慎
重に行っていく旨の回答がなされている。 
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り、その内訳は以下となることが想定されているが、一定程度事業報酬を織り込むことができることとなっている
のが特徴である。なお、ここで織り込んだコストが、落札した際に容量収入として原則 20年間、毎月支払の形で
回収できることとなる。 

 
①資本費 

建設費 

以下の費用 12の 110％（10％は予備費 13）の金額 
・ 土地の取得費用 
・ 発電設備、燃料受入設備、燃料保管設備、燃料供給設備 14などの新たな脱炭素

電源の稼働に資する設備の建設費 
・ 本制度適用期間の前に発生する運転維持費（土地の固定資産税、発電所建設の

検討に関する人件費・委託費など） 
系統接続費 最新の工事費負担金の見積額を参考に、事業者が算出した任意の金額 15 
廃棄費用 建設費 16の 5％の金額 

 
②運転維持費 

固定資産税 当該電源等を制度適用期間において保有することによって発生する固定資産税額 

人件費 
当該電源等を制度適用期間において維持することによって必要となる人員に対す
る給料手当等 

修繕費 当該電源等を制度適用期間において維持することによって必要となる修繕費 

経年改修費 
当該電源等を制度適用期間において維持することによって必要となる設備投資の
うち資本的支出の額 17 

発電側課金 
当該電源等を制度適用期間において保有することによって発生する発電側課金の
うち、kW課金部分の金額 

事業税 

当該電源等を制度適用期間において維持することによって発生する以下の事業税
額 
【収入割】 

事業税（収入割）を除く当該電源等の資本費・運転維持費・事業報酬の総額
（円/kW/年）×(1-税率) 

【資本割】 
建設費×自己資本比率 43％×税率 

【付加価値割】 
（当該電源等の事業報酬＋当該電源等の人件費＋当該電源等の支払賃借料） 
×税率 

その他のコスト
（委託費・消耗品
費等） 

当該電源等を制度適用期間において維持することによって必要となるその他のコ
スト。ただし、事業税（所得割）や法人税のような入札価格に含めることが不適切
なものを除く。 

 
③事業報酬（資本コスト） 

入札時点において、上記①及び②の支出計画を作成し、税引前 WACC5％が確保できるような均等化コ
 

12 国又は地方公共団体から入札対象の設備に対して補助金を受けている場合には、当該金額を控除する必要がある。また、落札後にそ
うした補助金を受けることは禁止される（ただし、水素・アンモニアのサプライチェーン支援制度、拠点整備支援制度は除かれる。）。 
13 建設費の増加リスクへの対応として 10％の予備費が認められている。ただし、応札時点で既に支出した資本費及び既設火力の回収
案件の残存簿価（本制度適用期間の開始年度期首残高）のうち本制度の対象とならない部分（具体的には、残存簿価×（1－本制度の対
象 kW割合））については、かかる 10％予備費を織り込むことはできない。 
14 燃料関係の設備については、国内での陸揚げ以降の設備に限られる。 
15 入札価格に織り込んだ系統接続費よりも実際の精算額が低くなった場合は、その差分だけ支払額が修正される。 
16 10％の予備費の考慮後のものであり、既設の火力電源の回収案件は、入札価格に参入した残存簿価を含む。 
17 想定使用期間が制度適用期間を跨ぐ場合は、制度適用期間に含まれる期間の比率で按分した金額に限定する。 
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スト（円/kW/年）と、単純平均コスト（円/kW/年）の差額 

 

(2) 上限価格 
国民負担の最小化を図る観点から、電源種ごとに上限価格を設定することとされており、水素・アンモニア発電

については、以下のような上限価格が設定されることが予定されている。 

水素 
水素（10％以上）の新設 4.8（万円/kW/年） 
既設火力の水素 10％以上の混焼にするための改修 10（万円/kW/年） 

既設火力のアンモニア 20％以上の混焼にするための改修 7.4（万円/kW/年） 
 

4. 落札後のコスト増への対応 

(1) 物価変動への対応 
本制度の適用期間は、対象となる設備の建設が終わり供給能力提供が開始されてから 20年間とされており、落

札時点との間に時間的な乖離があること及び入札価格には物価変動のリスクプレミアムが含まれていないことか
ら、何らの調整も行わない場合には、落札者が物価変動のリスクを負うこととなり、投資が困難となる。 
このため、容量収入は、落札価格に対して、1 年ごとに消費者物価指数（CPI）に基づく補正が行われることと

されている。 
 

(2) 物価変動以外のコスト増への対応 
物価変動以外にも金利上昇、税率上昇、規制変更による追加投資など様々な要因により落札時点では想定してい

ないコスト増が生じる可能性がある。もっとも、こうしたコスト増については、建設費に 10％の予備費が認めら
れていること、事業報酬として税引前WACC5％を織り込むことができること、他市場収益の約 1割は留保するこ
とができることなどに鑑みて、物価変動のような容量収入の調整は行わないこととされている。 
もっとも、事業者に帰責性がない事由により大幅なコスト増が発生し、事業の継続が困難となる可能性もあり得

ることから、再度脱炭素電源オークションへの入札を認めるなどの制度的対応も今後検討することとされている。 
 

5. サプライチェーン支援制度・拠点整備支援制度と本制度の関係 

水素・アンモニアの大規模な商用サプライチェーンの構築のための支援策として、現在、本制度のほかにも、サ
プライチェーン支援制度及び拠点整備支援制度が検討されている。このため、3つの制度のうちの 2つ以上の制度
の適用を受けることで重複して支援を受ける可能性があることから、以下のような調整を行う整理とされている。 
本制度への入札前に他の
2 つの制度の適用が決ま
っている場合 

二重支援防止のために、本制度と他の 2つの制度との支援が重複する部分に関する支援金
額を控除して本制度に入札する。 

本制度への入札前に他の
2 つの制度のいずれか又
は双方の適用が決まって
いない場合 

本制度と他の 2 つの制度との支援が重複する部分に関する支援金額を控除して本制度に
入札する。その上で、 
① 本制度の落札に伴う契約締結後 3年以内に他の制度の適用を受けることが決定された

場合 
⇨ その時点から供給力提供開始期限のカウントを始める。 

② 本制度の落札に伴う契約締結後 3年以内に他の制度の適用を受けることが決定されな
い場合又は他の制度の支援金額が支援予想金額よりも低くなった場合 
⇨ 上記を理由として市場退出する場合には、不可抗力事由として取り扱い、市場退
出ペナルティを課さずに市場退出を認める。 
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6. 他市場収益の還付 

落札者は、容量市場以外の他の市場（卸市場、非化石市場等）からの収益（他の市場からの収入－可変費 18）に
ついて、以下の還付割合に応じた割合を乗じた金額を広域機関に還付する必要がある。 

 
(A) 実際の他市場収益のうち、入札価格に織り込まれている事業報酬までの他市場収益 95％ 
(B) 実際の他市場収益が、「契約単価×契約容量」と供給力提供年度における「容量市場の

メインオークション価格（当該電源等が立地するエリアプライス）×契約容量」の差
額を超える場合の超過部分 

85％ 

(C) (A)と(B)の間の他市場収益 90％ 
 

なお、かかる還付については、非化石価値が年度単位で売買可能で、その収入が確定するのが翌年度の 5月であ
り、そこまでは還付額の計算ができないことから、月ごとではなく、年度ごとに精算することとされている。 
また、上記は他の市場からの収益が出ることが前提となった話であるが、可変費が想定以上に高騰し、他の市場

からの収入の金額が可変費を下回って損失が出る可能性もある。しかし、かかる場合に本制度で何らかの救済策が
あるわけではない 19。水素・アンモニア発電の場合には、本制度外の制度であるサプライチェーン支援制度などに
よりかかる損失が出るリスクに対応していくことが考えられる。 

 

7. リクワイアメント・ペナルティ 

本制度は容量市場の一部を構成することから、容量市場に適用されるリクワイアメント・ペナルティ（一定の要
請を満たせない場合には、ペナルティが発生する仕組み）を適用するとともに、本制度特有の追加的なリクワイア
メントが設けられることとなっている。その全体像は以下の通りである。 

 

出典：電力・ガス基本政策小委員会 制度検討作業部会 第十一次中間とりまとめ 70頁 
 

18 具体的には、燃料費、廃棄物の処理・処分費、消耗品費、発電側課金（kWh課金部分）、事業税（収入割）、事業税（所得割）、事業
税（付加価値割）などである。 
19 ただし、他市場収益の還付が年度単位で行われることから、ある年度において他市場収益が赤字であった場合には、他の黒字の年度
との通算がされないこととなってしまう。そのため、本制度の適用期間のある年度の他市場収益に赤字が生じた場合は、翌年度以降の
本制度の適用期間内の年度の他市場収益の還付の計算において当該赤字額を控除するという手当がなされている。 
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黒字部分は現行容量市場と同じものであり、赤字部分が本制度特有のリクワイアメントとなる。注目すべきものは赤字

部分であり、特に、①供給力提供開始期限までの間に供給力の提供開始をするリクワイアメント、②脱炭素燃料の一定の
混焼率のリクワイアメント及び③脱炭素化ロードマップの遵守である。 
①については、電源種ごとに供給力提供開始期限を設定し、それまでの間に供給力の提供を開始するというリクワイア

メントであり、水素・アンモニア発電については落札に伴う契約締結日から 11年（ただし、法・条例アセス済・不要の
場合：7年）後の日が属する年度の末日とされている。これに違反した場合には、本制度に基づく容量収入を得られる期
間を超過期間分だけ短縮し、短縮した期間の容量収入は現行容量市場の当該年度の落札価格とすることとされている。 
②については、水素については 7％、アンモニアについては 14％以上の混焼率がリクワイアメントとされており、こ

れに違反すると年間容量確保契約金額の支払額を 1割・2割 20減額することとされている。 
③については、水素・アンモニア発電の場合には特に留意が必要なものであり、上記 2.に記載した通りであるが、合

理的な理由なく脱炭素化ロードマップの実現への取組を行わない場合は、重大な違反行為に該当するものとして、広域
機関は容量確保契約を解除することができることとされている。 
 

4. 最後に 

サプライチェーン支援及び拠点整備支援については、今年 1 月 4 日に中間整理が公表された後も、制度設計に
ついての議論が続けられており、長期脱炭素電源オークションについては今年 6月 21日に第十一次中間とりまと
めが公表され、来年度からの制度開始に向け現在細部が詰められているところである。 

2030年頃までの水素・アンモニアの商用化開始を目指すためには、時間的な余裕が十分あるとはいえず、今後
議論がより加速していくものと思われる。そのため、今後も議論の動向を注視していく必要があり、そうした動き
がある程度まとまったところで続報をこのニュースレターで届けるようにしたい。 

 
 

2023年 7月 3日 
 

 
 

 
 

 
 

20 水素については、混焼率が 3.5％以上 7％未満のときは 1割減額、0％以上 3.5％未満のときは 2割減額とされており、アンモニアに
ついては、7％以上 14％未満のときは 1割減額、0％以上 7％未満のときは 2割減額とされている。 
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